令和３年８月２日
保護者の皆さまへ
京都市立勧修中学校
校長　　塩見　晃之

「まん延防止等重点措置」発令を受けての教育活動についてのお知らせ

　残暑の候，保護者の皆様におかれましては，平素より本校教育活動にご理解・ご協力いただきましてありがとうございます。
　さて，この度，京都府知事により，令和３年８月２日（月）～８月３１日（火）の期間，京都市を「まん延防止等重点措置地域」とすることが決定されましたことを受け，京都市教育委員会からの指示のもと，以下のように夏季休業中の教育活動を実施いたしますことをお知らせ申し上げます。
　ご家庭に置かれましても，不要不急の外出を控え，感染拡大防止対策の徹底をお願いします。
記

1． マスク着用（※熱中症に十分留意しつつ）や手洗い，「３つの密を避ける」等，基本的な感染防止対策を徹底するとともに，生徒・教職員が登校・出勤する際の健康観察を継続します。
2． 生徒・同居家族に少しでも発熱等の風邪症状や体調不良が見られる場合は，必ず登校を控えていただくようお願いいたします。本校教職員にも同様のことを徹底いたします。
3． 不要不急の外出・移動の自粛や都道府県をまたぐ往来の自粛が要請されたことを踏まえ対策本部からの「真夏の感染拡大防止緊急メッセージ」をホームページにあげておりますのでご確認ください。
4． 部活動につきましては，感染拡大防止対策を徹底しつつ校内の活動に限定し，部活動ガイドラインを遵守し継続いたします。なお，期間中に行われます大会等（中体連・協会主催）は感染拡大防止対策を徹底し参加を認めます。
5． [bookmark: _GoBack]２学期再開（８月２５日）からの学校教育活動につきましては，行事の実施の有無も含めて後日，詳細をお知らせいたします。
以上
